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２ 事前準備 
 

２-１ 組織体制 

（１）内部組織と指揮命令系統 

被災時における内部組織体制として、本市の地域防災計画に基づき、「沼津市災害対

策本部」を設置する。災害廃棄物の処理は、生活環境部を中心に行うが、家屋の解体撤

去やがれき類等の仮置場の設置、し尿の処理など、他の部と連携して処理にあたる。災害

廃棄物対策における内部組織体制は図 5を基本とする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ※家屋等の解体やそれに伴う散乱物の回収は、土木・建築工事が中心であり、その事業費を積算し、設計書

等を作成する必要があるため土木・建築職の経験者を確保する。 

図 5災害廃棄物対策における内部組織体制 
 

表 4生活環境部における班ごとの事務分掌と担当 

※全体的な進捗管理は環境政策課が集約する。 

 

 

 

 

生

活

環

境

部 

防疫班 

生活環境施設の緊急措置に関すること 

防疫活動の計画立案に関すること 

避難所におけるし尿処理に関すること 

クリーンセンター管理課 

清掃班 

廃棄物の応急措置に関すること 

処理施設及び処分地の確保に関すること 

避難所等におけるごみ処理に関すること 

災害廃棄物の運搬に関すること 

仮置場の運営及び設置に関すること 

クリーンセンター収集課 

環境政策課 

新中間処理施設整備室 

クリーンセンター管理課 

公害・ 

安全班 

事業所等の緊急措置に関すること 

災害時の公害防止計画に関すること 

動物の保護管理に関すること 

環境モニタリングに関すること 

環境政策課 

クリーンセンター管理課 
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（２）情報収集と連絡体制 

災害対策を迅速かつ的確に実施するため、職員に対する情報連絡体制の充実強化、関

係行政機関、関係地方公共団体、民間事業者団体等との緊密な防災情報連絡体制を確

保する。 

本市が収集すべき情報例は、表 5 に示すとおりである。これらの情報は、時間経過ととも

に更新されるため、定期的な情報収集を行う。 

 

表 5災害時の情報共有項目例 

項目 内容 時期 

職員・施設被災 職員の被災状況・参集状況 

廃棄物処理施設の被災状況 

廃棄物処理施設の復旧計画／復旧状況 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

道  路 道路の被災状況、道路啓開の状況、復旧の状況 初動～ 

災害用トイレ 上下水道及び施設の被災状況 

上下水道及び施設の復旧計画／復旧状況 

災害用トイレの配置計画と設置状況 

災害用トイレの支援状況 

災害用トイレの撤去計画・撤去状況 

災害用トイレ設置に関する支援要請 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

応急～ 

初動～ 

し尿処理 収集対象し尿の推計発生量 

し尿収集・処理に関する支援要請 

市のし尿処理計画 

し尿収集・処理の進捗状況 

し尿処理の復旧計画・復旧状況 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

生活ごみ処理 ごみの推計発生量 

ごみ収集・処理に関する支援要請 

市のごみ処理計画 

ごみ収集・処理の進捗状況 

ごみ処理の復旧計画・復旧状況 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

災害廃棄物処

理 

家屋の倒壊及び焼失状況 

災害廃棄物の推計発生量及び要処理量 

災害廃棄物処理に関する支援要請 

災害廃棄物処理実行計画 

解体撤去申請の受付状況 

解体業者への発注・解体作業の進捗状況 

解体業者への支払業務の進捗状況 

仮置場の配置・開設準備状況 

仮置場の運用計画 

再利用・再資源化／処理・処分計画 

再利用・再資源化／処理・処分の進捗状況 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

初動～ 

応急～ 

応急～ 

応急～ 

初動～ 

初動～ 

応急～ 

応急後半～ 

出典：災害廃棄物処理に係る広域体制の手引き（環境省、平成 22年 3月）を一部修正 
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（３）協力・支援体制 

 県計画の被災時における外部との協力体制は、広域的な相互協力を視野に入れた体

制としている(図 6参照)。県域を越えた広域体制については、「全国都道府県における災害

時の広域応援に関する協定」並びに中部圏、関東圏の個別協定が締結されている。また、

関東圏及び中部圏の自治体等で構成する大規模災害時廃棄物対策関東ブロック及び中

部ブロック協議会においては、県域を越えた連携手順を定めた「大規模災害時における関

東ブロック災害廃棄物対策行動計画」及び「災害廃棄物中部ブロック広域連携計画」が策

定されている。それらの協定等に基づき、県が具体的な協力要請を行う。 

本市が被災した場合には、県に被災状況を報告するとともに、県から情報収集、指導・助

言を受けながら、自衛隊や警察、消防、周辺の地方公共団体及び廃棄物関係団体等と調

整し、災害時の連絡体制・相互協力体制を速やかに構築する。 

また、県内市町間の協力については、「一般廃棄物処理に関する災害時等の相互援助

に関する協定」に基づき、各市町で調整を行った上、必要に応じて広域処理を行う。 

さらに、し尿等収集運搬事業者団体や廃棄物事業者団体、建設事業者団体等との協力

体制が円滑に機能するように、訓練等を通じた連絡体制の確認などを継続して行う。（支援

協定については、表 6参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

※政令指定都市間や姉妹都市関係にある市町村間では、直接協力・支援が行われる場合がある。 

出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 26年 3月）を一部修正 

図 6県内及び県外との協力・支援体制 

 

 

 

廃棄物、解体、し尿等 

関係事業者団体 
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表 6支援協定一覧 

分類 № 協定名 相手先 内容 

し尿 
処理 

１ 地震災害支援に関する協定 沼津市環境整備事業協同組合 
災害時、避難地、病院の仮設トイレ、浄化槽汚泥
の処理 

災
害
情
報
支
援 

２ 
ｱﾏﾁｭｱ無線による災害情報
提供（連絡）に関する協定 

沼津市役所 
裾野市役所 
沼津警察署 
伊豆っ子ﾊﾑｸﾗﾌﾞ 
各ｱﾏﾁｭｱ無線ｸﾗﾌﾞ  

災害情報の提供と連絡 

３ 緊急情報に関する協定 ｴﾌｴﾑぬまづ株式会社 災害時の緊急情報放送 

４ 
災害時の情報交換に関する
協定 

国土交通省中部地方整備局長 各種情報交換（一般被害状況・公共土木施設等） 

５ 
災害時における放送要請に
関する協定 

静岡ｴﾌｴﾑ放送株式会社 災害時の放送要請 

自
治
体
相
互
応
援 

６ 
災害時相互応援に関する協
定 

沼津市、熱海市、三島市、伊東
市、御殿場市、下田市、裾野市、
伊豆市、伊豆の国市、東伊豆
町、河津町、南伊豆町、松崎町、
西伊豆町、函南町、清水町、長
泉町、小山町 

被災者の一時収容のための施設の提供、応急処
置及び応急復旧に必要な資機材生活物資等の斡
旋及び提供、職員の派遣ほか特に必要と認めるも
の 

７ 
災害時相互応援に関する協
定 

長野県上田市 
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機
材の提供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に
必要な職員の派遣ほか要請のあった事項 

８ 
一般廃棄物に関する災害時
等の相互援助に関する協定 

静岡県・県下市町村 
施設又は業務の提供、斡旋、一般廃棄物の処理
に必要な職員等の派遣、物資等の提供、特に必要
な事項 

９ 
環富士山地域における災害
時の相互応援に関する協定 

静岡県側 沼津市、三島市、富
士宮市、富士市、御殿場市、裾
野市、長泉町、小山町、 
山梨県側  富士吉田市、都留
市、西桂町、忍野村、山中湖村、
富士河口湖町、鳴沢村、身延町 

構成市町村内に、富士山火山災害、地震災害、
風水害その他の災害が発生した場合に、相互に応
援・協力する。 

10 
特例市災害時相互応援に関
する協定 

施行時特例市３１市 
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機
材の提供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に
必要な職員の派遣ほか要請のあった事項 

11 
災害時相互応援に関する協
定 

埼玉県戸田市 
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機
材の提供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に
必要な職員の派遣ほか要請のあった事項 

12 
富士箱根伊豆交流圏市町村
ﾈｯﾄﾜｰｸ会議構成市町村災
害時相互応援に関する協定 

静岡県 20市町 
神奈川県 10市町 
山梨県 8市町村 

構成市町村内に災害が発生し、または発生する恐
れがある場合に、 
①食料飲料水及び生活必需物資並びにそれらの
供給に必要な資機材の提供 
②被災者の救助、医療及び防疫並びに応急復旧
に必要な資機材及び物資の提供 
③被災者の一時受け入れ施設の提供 
④応急対策及び復旧活動に必要な職員派遣ほか
の応援を行う 

13 
災害時相互応援に関する協
定 

富山県高岡市 
食料、飲料水,生活必需品、車両及び必要な資機
材の提供、応急復旧に必要な物資、災害復旧に
必要な職員の派遣ほか要請のあった事項 

14 
災害時相互応援に関する協
定 

東京都江東区 

15 
災害時相互応援に関する協
定 

滋賀県長浜市 

民
間
事
業
者
資
機
材
調
達
・災
害
廃
棄
物
処
理 

16 
災害時等に必要な資機材の
調達に関する協定 

㈱伊藤商事 

仮設ﾄｲﾚ、テント、発動発電機その他の貸与の要請 

17 
災害時等に必要な資機材の
調達に関する協定 

大興産業㈱リース事業部沼津営
業所 

18 
災害時等に必要な資機材の
調達に関する協定 

㈱レント沼津営業所 

19 
災害時等に必要な資機材の
調達に関する協定 

㈱レンタルのニッケン沼津出張所 

20 
災害時等に必要な資機材の
調達に関する協定 

太陽建機レンタル株式会社 

21 
災害時等に必要な資機材の
調達に関する協定 

株式会社アクティオ沼津営業所 

22 
災害廃棄物等の処理に関す
る基本協定 

大栄環境株式会社 災害廃棄物の処理に関する協力要請等 

出典：沼津市地域防災計画より一部抜粋 
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（４）職員への教育訓練 

本市は、本計画の記載内容について、平時から職員に周知するとともに、災害時に本計

画が有効に活用されるよう教育訓練を継続的に行っていく。また、県等が開催する災害廃

棄物や産業廃棄物処理技術に関する知識・経験を有する専門家を交えた教育訓練や研

修会に参加する。 

このような教育訓練や研修会に継続的に参加することで人材の育成を図るとともに、また、

これらの訓練で得た知識を基に関係部局を交え、その成果を本計画の継続的な見直しや、

協定の締結等の平時の災害廃棄物対策につなげる。 

教育訓練の成果として知識・経験を習得した者及び実務経験者をリストアップする。実務

経験者は災害廃棄物のみでなく廃棄物処理に関する経験者を含む。 
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２-２  一般廃棄物処理施設 

（１）一般廃棄物処理施設の概要と災害対策計画 

本市の一般廃棄物の処理施設は、表 7に示すとおりである。 

全ての施設において、廃棄物処理に係る災害等応急体制を整備するため、運転に必要

な薬剤の確保や補修に必要な資機材の備蓄を行うとともに、車両や機器等を常時整備し、

緊急出動できる体制を構築する。 

 

表 7一般廃棄物処理施設と災害対策計画 （令和 2年度実績） 

施設名称 供用開始年度 施設規模 災害対策計画 

沼津市清掃プラント 昭和 51年 ・年間処理量 

 55,323（t/年度） 

・処理能力 

 150t/24 時間×2基 

・処理方式 

 連続燃焼式機械炉 

・処理対象廃棄物 

 可燃ごみ、ごみ処理残渣、し尿

処理残渣 

薬剤の確保、非常

用発電機の設置、

車両や機器等の整

備等 

土肥戸田衛生センタ

ー 

昭和 62年 ・年間処理量 

 2,681（t/年度） 

・処理能力 

15t/日×2基 

・処理方式 

 機械化バッチ式ストーカ方式 

・処理対象廃棄物 

 可燃ごみ 

必要な資機材の整

備等 

※本施設は近く廃止

予定 

植田最終処分場 平成 15年 ・埋立容量 

 １28(t/年度) 

・残余容量/全容量 

 9,556/69,745（㎥ ） 

・埋立地面積 

 15,200(㎡) 

補修に必要な資機

材の備蓄等 

沼津市衛生プラント 

（アクアプラザ） 

平成 16年 ・年間処理量 

 し尿:2,072（kℓ） 

 浄化槽汚泥：43,598（kℓ） 

・処理能力 

 158(kℓ/日) 

薬剤の確保、必要な

資機材の整備等 
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・処理方式 

 高負荷脱窒素処理方式（膜分

離方式） 

沼津市戸田衛生セ

ンター 

昭和 45年 ・年間処理量 

 し尿:33（kℓ） 

 浄化槽汚泥：534（kℓ） 

・処理能力 

 12(kℓ/日) 

・処理方式 

 主処理：好気性消化・活性汚泥

法処理方式 

 高度処理：凝集沈殿処理 

 汚泥処理：好気性消化汚泥・余

剰汚泥・凝集汚泥を混合脱水 

 臭気処理：水洗脱臭処理・大気

放出 

薬剤の確保、必要な

資機材の整備等 
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（２）今後整備する一般廃棄物処理施設 

新たな焼却施設として建設を計画している（仮称）新中間処理施設については、耐震化、

不燃堅牢化、非常用自家発電設備等の整備や断水時に機器冷却水等に利用するための

水の確保など災害対策を講じることにより、大規模災害時にも稼動を確保することで、災害

復旧の阻害要因となる災害廃棄物を適正に処理できる機能及び処理能力を備えるものと

して整備する。また、地域の防災拠点として活用可能な施設として整備する。 

そのため災害廃棄物の受入れに必要な設備・機能については「エネルギー回収型廃棄

物処理設備整備マニュアル」（平成 26年 3月（令和 2年 4月改訂）環境省環境再生・資

源循環局廃棄物適正処理推進課）などを参考に、次のとおり検討する。 

 

〇耐震性 

大規模地震を想定した耐震性を確保し、建築基準法等の関連法令及び各種基準に準

じた設計とする。大規模地震発生時においては、人員の生命だけでなく、施設機能が確保

されることを目標とした耐震性能を確保する。 

 

〇始動用電源、燃料保管のための設備 

災害発生時に電力会社からの送電が停止した場合においても、焼却炉 1 系列を立ち上

げて運転を継続できるように予備電源（ブラックスタート用発電装置）を備える。また、建築

設備に必要な保安用発電装置の稼働に必要な燃料を備蓄しておく。 

 

〇薬剤等の備蓄のための設備 

災害時に薬剤等の供給が困難になった場合においても、施設の稼動が継続できるように

薬剤等の貯留容量を確保する。 

 

〇地域防災の拠点機能 

災害時にも施設の稼動を継続し、ごみの焼却処理により回収される熱エネルギーを地域

住民の避難生活の支援等に利用していく。 
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（３）一般廃棄物処理施設の事業継続計画 

事業継続計画（BCP）とは、ヒト、モノ、情報及びライフライン等利用できる資源に制約があ

る状況下において、応急事業及び継続性の高い通常事業を特定するとともに、それらの事

業の継続に必要な資源の確保・配分や、そのための手続きの簡素化、指揮命令系統の明

確化等について必要な措置を講じることにより、大規模災害時にあっても、適切な事業執行

を行うことを目的とした計画である。 

内閣府（防災担当）では、地方公共団体における地震発災時を想定した事業継続体制

に係る検討を支援することを目的として、事業継続の検討に必要な事項及び手法等をとり

まとめた「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説(平成 22 年

4月)」を策定している。 

また、廃棄物処理施設整備計画(平成 30 年 6 月 19 日閣議決定)においては、施設の

耐震化、浸水対策等を推進し廃棄物処理システムの強靭化を確保することが求められて

おり、国土強靭化基本計画(平成 26年 6月 3 日閣議決定)に基づく国土強靭化アクション

プラン 2018では、大規模自然災害発生後においても、再建・回復できる条件を整備するこ

ととされている。 

本市の廃棄物処理施設は災害廃棄物処理の拠点となるべき施設であり、沼津市業務継

続計画等に基づき、災害時における事務執行に努めることとする。表 8 に沼津市業務継続

計画における廃棄物処理施設の応急対策業務を示す。 

なお、現焼却場を含め、既存の廃棄物処理施設の復旧が不可能な場合、広域での処

理や民間処理施設の利用、仮設の処理施設の設置を検討する。 
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表 8沼津市業務継続計画（BCP）における廃棄物処理施設の応急対策業務一覧 

 

（数・資格等）
評

価
（設備名等）

評

価
（資機材名）

評

価
（システム名）

評

価
（リソース）

評

価

ea01
生活環境施設の緊急措
置に関すること

所管する施設（清掃プラント、衛生プラント、最終処
分場、戸田衛生センター、中継中間処理施設）の被害

状況を確認し災害対策本部に報告する

清掃プラント
生活環境部
防疫班

クリーンセンター
管理課

5
災害対策本部
最終処分場

戸田衛生ｾﾝﾀｰ

A1 ○
・連絡方法の確保
・現地確認人員の確保

・災害対策本部連絡

a 職員5名 Ⅱ

ee01
ec01

廃棄物の応急措置に関
すること

処理施設、処分場の被害状況の確認 本庁
生活環境部
清掃班

環境政策課
新中間処理施設整

備室

2
クリーンセンター
管理課

A1 ○ 被害状況の確認 a 職員2名 Ⅲ
自家発電
（電源車）

水道・空調

Ⅱ
事務機器
電話・FAX

Ⅲ

ea02
避難所におけるし尿処
理に関すること

広域避難所および被災者収容施設におけるし尿の収
集、処理体制を整備するとともに、被害状況に応じた
し尿の輸送路を確保するように連絡体制を整備する

清掃プラント
避難所

生活環境部
防疫班

クリーンセンター
管理課

5

危機管理課
下水道整備課

沼津市環境整備事
業協同組合

滅菌用薬剤納入業
者

A2 ○

沼津市環境整備事業協

同組合を通したし尿収
集車の出動要請、輸送

路の状況把握

b 職員5名 Ⅱ 仮設トイレ Ⅱ
し尿収集車・
滅菌用薬剤

Ⅲ

避難所の人
数、仮設トイ

レの状況把
握、収集業者

との連絡体制
の確認

Ⅱ

収集困難な場

合の処理方法
の検討（土壌
還元方式な

ど）

Ⅲ

eb01
避難所等におけるごみ

処理に関すること

広域避難所および被災者収容施設におけるごみの収
集、処理体制を整備するとともに、被害状況に応じた

ごみの輸送路を確保するように連絡体制を整備する

広域避難所
被災者収容施

設等

生活環境部

清掃班

クリーンセンター

収集課
5

危機管理課

環境政策課
クリーンセンター

管理課
収集委託6社

A1 ○
収集に使用可能な道路

の把握
b 職員5名 Ⅱ 収集車 Ⅲ

避難所の人
数、状況把

握、収集業者
との連絡体制

の確認、燃料
（軽油）の確

保

Ⅱ

収集困難な場

合の処理方法
の検討（生ご

みの土壌還元
など）

Ⅲ

ee02
ec02

廃棄物の応急措置に関
すること

避難施設及び避難人数の確認とごみ排出量の予測 本庁
生活環境部
清掃班

環境政策課
新中間処理施設整

備室

3 調整部情報班 A3 ○
避難場所と避難人員の
把握とごみ量の予測

c 職員3名 Ⅱ 避難所地図 Ⅱ 避難者情報 Ⅲ

ea03
防疫活動の計画立案に
関すること

津波浸水地域その他衛生条件が良好でない地域の状況
を把握し防疫薬品を供給するとともに、防疫薬品が不

足した時は卸売業者等から速やかに調達する

清掃プラント
避難所

生活環境部
防疫班

クリーンセンター
管理課

5

危機管理課

保健所
防疫用薬剤納入業

者

A3 ○
・浸水状況の把握
・防疫薬剤の調達及び

配布

ｃ 職員5名 Ⅱ 防疫薬剤 Ⅲ

保健所との連

携及び防疫薬
剤調達業者と

の連絡体制

Ⅱ

ef01
事業所等の緊急措置に
関すること

・各事業所の公害防止管理者と連絡をとり、情報の把
握に努める

・各事業所の状況把握を行い、災害対策本部に連絡を
する

・人身に危害が及ぶような事態が発生した場合、報道
機関へ提供する情報の収集、整理を行い、災害対策本

部を通じて報道機関へ提供する

本庁
生活環境部
公害・安全班

環境政策課 3
工場
事業所

災害対策本部

A2 ○

・被害状況確認
・有害物質・燃料油等
の流出防止（安全確

保）

b 職員3名 Ⅱ 防液堤 Ⅲ
土嚢、オイル
フェンス

Ⅲ

ef02
災害時の公害防止計画

に関すること

①工場事業所と連絡を取り、その状況を把握するとと

もに有害物質、燃料油等の流出防止、流出対策を指導
する
②市民の安全を確保するため大気・水質等の環境調査

等必要な措置（計画）を執る（策定する）
・市有大気汚染測定局の稼動状況の把握

・水質等の環境監視調査の実施

本庁
事業所等現地
大気汚染測定

局
河川、井戸

生活環境部

公害・安全班
環境政策課 3

災害対策本部
県生活環境課

計量証明機関

A4 ○ 市民の安全確保 b 職員3名 Ⅱ
大気汚染測定
局 Ⅱ

各種環境測定

キット
Ⅲ

計量証明事業

所の営業
Ⅲ

ed01

ee03

廃棄物の応急措置に関

すること
一般廃棄物（災害廃棄物を除く）の出し方の周知 避難施設

生活環境部

清掃班

クリーンセンター

管理課
環境政策課

5
調整部情報班収集

課
B1 ○

避難所におけるごみ排

出方法の周知
c 職員5名 Ⅱ 連絡手段 Ⅲ

ef03

eg01

動物の保護管理に関す

ること
避難所における犬、猫等動物の管理指導

避難所

集合保護場所

生活環境部

公害・安全班

環境政策課

クリーンセンター
管理課

－
東部保健所衛生薬

務課
B2 ○ 飼い主の自己飼育 c

市内集合保護

場所
Ⅲ 保護ゲージ Ⅲ

⑤その他

業務レベル
時

間

①人員数 ②施設・設備 ③資機材 ④情報

そ

れ

以

降

復旧目標 必要な資源

業務名 業務内容 業務場所
対策部名

対策班名
担当課名

職
員

数

関係部課・

関係機関名

管

理
番

号

業務詳細 優

先
順

位

1

時

間

以

内

1

日

以

内

3

日

以

内

1

週

間

以

内



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（数・資格等）
評

価
（設備名等）

評

価
（資機材名）

評

価
（システム名）

評

価
（リソース）

評

価

eb02
災害廃棄物（ガレキ）

運搬に関すること

被害地の大量のガレキ類が主となる災害廃棄物を、仮

置き場が確保されかつ輸送が可能となった場所から順

次輸送を実施するにあたり、輸送可能なダンプ・平ボ

ディ車等を提供・使用するとともに、運転手として職

員等の派遣も検討する

市内
生活環境部

清掃班

クリーンセンター

収集課
5

危機管理課

クリーンセンター

管理課

収集委託6社

C1 ○

仮置き場へのアクセス

及び、収集運搬に使用

可能な道路と路面状況

等の把握

d 職員5名 Ⅱ 仮置き場 Ⅲ
ダンプ車、平

ボディ車
Ⅱ 道路状況 Ⅲ

ee04
廃棄物の応急措置に関

すること

被災状況により一般廃棄物（災害廃棄物を除く）収集

の広域支援要請
本庁

生活環境部

清掃班
環境政策課 2

調整部調整班

収集課
C1 ○ 支援要請 d 　 　

ee05

ec03

廃棄物の応急措置に関

すること
災害廃棄物の収集計画策定 本庁

生活環境部

清掃班

環境政策課

新中間処理施設整

備室

3 調整部調整班 C2 ○ 収集計画の立案、決定 d 職員3名 Ⅱ

ee06
処理施設及び処分地の

確保に関すること
災害廃棄物仮置き場の確保及び管理 本庁

生活環境部

清掃班
環境政策課 5

調整部調整班

クリーンセンター

収集課

クリーンセンター

管理課

C3 ○
災害廃棄物仮置き場の

決定
d 職員5名 Ⅱ

ed02
処理施設及び処分地の

確保に関すること
災害廃棄物の処理及び処分方法の検討 本庁

生活環境部

清掃班

クリーンセンター

管理課
4 環境政策課 C4 ○ 処分方法の決定 d 職員4名 Ⅱ

EA01

清掃プラントの管理運

営及び整備に関するこ

と

清掃プラントの運転を確保し、可燃ごみの安定かつ適

切な処理を堅持する
清掃プラント 生活環境部

クリーンセンター

管理課
30

環境政策課

クリーンセンター

収集課

A1 ○

施設内の損傷の状況を

把握の後、必要な個所

の点検、整備、応急工

事を実施し早期の稼働

を目指す

e 職員30名 Ⅱ
清掃プラン

ト・電源、水
Ⅲ

プラント関連

各業者との緊

急連絡体制

Ⅱ

EA02
衛生プラントの管理運

営に関すること

搬入されたし尿、浄化槽汚泥を各種法令を順守し、衛

生プラントにおいて適正に処理する
衛生プラント 生活環境部

クリーンセンター

管理課
3

水道総務課

沼津市環境整備事

業協同組合

A3 ○

施設内の損傷の状況を

把握の後、必要な個所

の点検、整備、応急工

事を実施し早期の稼働

を目指す

e 職員3名 Ⅱ
衛生プラン

ト・電源、水
Ⅲ

プラント関連

各業者との緊

急連絡体制

Ⅱ

EA03
最終処分場の管理運営

に関すること

埋め立てごみの処分地としての植田最終処分場の維持

管理
最終処分場 生活環境部

クリーンセンター

管理課
4

環境政策課

クリーンセンター

収集課

A2 ○

地盤の変化や、施設内

の損傷の状況を把握の

後、必要な個所の点

検、整備、応急工事を

実施し早期の稼働を目

指す

e 職員4名 Ⅱ

最終処分場排

水処理施設・

電源

Ⅲ

プラント関連

各業者との緊

急連絡体制

Ⅱ

災害廃棄物の

一時保管場所

の確認

Ⅱ

EA04

衛生プラントの管理運

営に関すること（戸

田）

搬入されたし尿、浄化槽汚泥を各種法令を順守し、戸

田衛生センターにおいて適正に処理する

戸田衛生セン

ター
生活環境部

クリーンセンター

管理課
1

土肥クリーンサー

ビス
A4 ○

施設内の損傷の状況を
把握の後、必要な個所

の点検、整備、応急工

事を実施し早期の稼働

を目指す

e 職員1名 Ⅱ
戸田衛生セン

ター・電源
Ⅲ

プラント関連

各業者との緊

急連絡体制

Ⅱ

EA05
中継中間施設の管理運

営に関すること

搬入された容器包装プラスチック、ペットボトル、蛍

光管を各種法令を順守し、中継中間処理施設において

適正に処理する

中継中間処理

施設
生活環境部

クリーンセンター

管理課
1

環境政策課

クリーンセンター

収集課

クリーンサービス

A5 ○

施設内の損傷の状況を

把握の後、必要な個所

の点検、整備、応急工

事を実施し早期の稼働

を目指す

e 職員1名 Ⅱ
中継中間処理

施設・電源
Ⅲ

プラント関連

各業者との緊

急連絡体制

Ⅱ

①人員数 ②施設・設備 ③資機材 ④情報 ⑤その他

必要な資源

業務名 業務内容 業務場所
対策部名

対策班名
担当課名

職

員

数

関係部課・

関係機関名
業務レベル

時

間

管

理

番

号

業務詳細 優

先

順

位

1

時

間

以

内

1

日

以

内

3

日

以

内

1

週

間

以

内

そ

れ

以

降

復旧目標
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出典：沼津市業務継続計画（地震対策編） 

 

※優先順位（A～D）（数字は優先順位） 

A：発災後、１日以内に業務に着手しないと、住民の生命・生活及び財産、または都市機能維持に重大な影響を及ぼすため、優先的に取り組むべき業務 

B：遅くとも発災後３日以内に業務に着手しないと、住民の生命・生活及び財産、または都市機能維持に相当の影響を及ぼすため、早期に取り組むべき業務 

C：遅くとも発災後１週間以内に業務に着手しないと、住民の生命・生活及び財産、または都市機能維持に相当の影響を及ぼすため、取り組むべき業務 

D：発災後１週間以降に業務に着手しても、住民の生命・生活及び財産、または都市機能維持に大きな影響を及ぼさない業務 

 

※評価：必要な資源の対策状況を評価 

Ⅰ：該当なし 

Ⅱ：大規模災害発生時の対策実施済み 

Ⅲ：現状では未対策、又は対策が取れない 

（数・資格等）
評
価

（設備名等）
評
価

（資機材名）
評
価

（システム名）
評
価

（リソース）
評
価

EB01
ごみ収集に関すること
（ごみ収集）

通常の収集業務への復帰計画（燃やすごみ、プラス
チック製容器包装、埋立ごみ、資源回収の収集・運
搬、収集委託業者の指導・監督等）

市内各所
清掃プラント
等廃棄物中間
処理・最終処

理施設

生活環境部
クリーンセンター

収集課
50

クリーンセンター
管理課
環境政策課
収集委託6社

A1 ○

車庫・車両の損傷の状
況を把握の後、必要な
個所の点検、整備、修
繕を実施し早期の収集
再開を目指す

c 職員5名 Ⅱ
車庫・収集車
両

Ⅲ 車両燃料

収集委託業者
の被災状況の
把握、道路状
況、燃料調達
状況

Ⅱ

処理施設等が
長期休業に
至った場合は
別施設への搬
入等の対応要

Ⅲ

EB02
ごみ収集に関すること
（資源ごみ処理）

資源ごみ中間処理施設の運転を確保し、可燃ごみの安
定かつ適切な処理を堅持する

資源ごみ中間
処理施設

生活環境部
クリーンセンター

収集課
8

クリーンセンター
管理課
環境政策課
収集委託6社

B1 ○

施設内の損傷の状況を
把握の後、必要な個所
の点検、整備、応急工
事を実施し早期の稼働
を目指す

c 職員3名 Ⅱ
資源ごみ中間
処理施設・電
源、水

Ⅲ 電気・水道
設備等関連各
業者との緊急
連絡体制

Ⅱ

EF01

生活環境保全に関する
こと
(事業所等への情報収
集）

市内の河川や地下水、大気、ダイオキシン類、自動車
騒音などを常時監視し、環境の現状を把握し、また、
事業場立入調査等を実施し、適切に管理されているか
を確認し、公害の未然防止を図り、生活環境を保全す
る

本庁
大気汚染測定

局
市内河川

生活環境部 環境政策課 3

県生活環境課
東部保健所生活環
境課
衛生薬務課
市内事業所
大気汚染測定局維
持管理委託業者

B1 ○
大気汚染測定局での大
気環境の監視再開

ｃ 職員3名 Ⅱ
自家発電
（電源車）

EC01
一般廃棄物（ごみ）の
処理施設の計画及び整
備に関すること

地元や周辺環境等の状況を踏まえて、新中間処理施設
の計画及び整備を行う

本庁 生活環境部
新中間処理施設整

備室
4

環境政策課
クリーンセンター
管理課
クリーンセンター
収集課

C1 ○

現施設内の損傷の状況
を把握の後、再建が必
要だと判断された場合
は、早急の整備を目指
す

C 職員4名 Ⅲ
自家発電
（電源車）
水道・空調

Ⅱ
事務機器
電話・FAX

②施設・設備 ③資機材 ④情報 ⑤その他

必要な資源

業務名 業務内容 業務場所 担当部名 担当課名

職
員
数

関係部課・
関係機関名

業務レベル
時
間

管
理
番
号

業務詳細 優
先
順
位

1

時

間

以

内

1

日

以

内

①人員数

3

日

以

内

1

週

間

以

内

そ

れ

以

降

復旧目標
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（４）災害用トイレとし尿処理 

被災の初期段階では、上下水道機能の被災、浄化槽の被災等により水洗トイレの使用が

難しくなるとともに避難者の集中によりトイレが不足することから、災害用トイレ（携帯トイレ、簡

易トイレ、組立トイレ等）が必要となる。 

し尿処理体制の構築にあたっては、「静岡県第 4 次地震被害想定（第二次報告）報告

書」に準じて、トイレの需要量を避難者数に基づく使用回数により推定するとともに、供給量

を現況の地区別備蓄トイレ数等に基づく供給回数により推定し、それらを踏まえ不足量を評

価し対応方策を検討する。なお、想定する期間としては、阪神・淡路大震災や東日本大震

災の例から、避難所避難者数がピークになる発災後 1週間後までとする。 

 

○トイレ需要量（使用回数）の推計 

震災時のトイレ対策の在り方に関する調査研究委員会（1997 年）のマニュアルによれば、 

一人１日当たりのし尿排泄回数は平均 5 回程度である。この数字を用い、1 日当たりのトイ

レの使用回数を以下のように算定する。 

 

トイレ使用回数（1日当たり）＝避難者数×（断水率(95％)）×5回／日 

なお、断水が生じたり下水道が使えない場合は既設トイレの使用が制限されるため、断水

率と下水道機能支障率の大きい方をもってトイレ使用制限として採用する。静岡県第４次地

震被害想定（第二次報告）における沼津市の被害想定では、断水率が最大 95％であるた

め、その数値を採用する。 

 

表 9 トイレ需要量（使用回数）の推計 

小学 

校区 

1日後 1週間後 

総避難者数

（人） 

トイレ 

使用回数 

避難所 

避難者数

（人） 

避難所避難

者のトイレ使

用回数 

総避難者数

（人） 

トイレ 

使用回数 

避難所 

避難者数

（人） 

避難所避難

者のトイレ使

用回数 

第一 471 2,238 304 1,444 940 4,465 531 2,523 

第二 6,528 31,088 4,206 19,979 2,415 11,472 1,365 6,484 

第三 8,691 41,283 5,599 26,596 3,087 14,664 1,745 8,289 

第四 5,321 25,275 3,428 16,283 2,152 10,222 1,216 5,776 

第五 647 3,074 417 1,981 1,992 9,462 1,126 5,349 

開北 791 3,758 510 2,423 1,894 8,997 1,070 5,083 

千本 384 1,824 247 1,174 551 2,618 311 1,478 

片浜 484 2,299 312 1,482 1,760 8,360 995 4,727 

金岡 649 3,083 418 1,986 2,266 10,764 1,281 6,085 

大岡 280 1,330 180 855 1,103 5,240 623 2,960 

静浦 6,817 32,381 4,392 20,862 3,400 16,150 1,922 9,130 

愛鷹 789 3,748 508 2,413 2,791 13,258 1,578 7,496 
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大平 99 471 63 300 645 3,064 365 1,734 

内浦 1,615 7,672 1,041 4,945 1,023 4,860 578 2,746 

西浦 1,748 8,303 1,126 5,349 1,224 5,814 692 3,287 

原 551 2,618 355 1,687 2,373 11,272 1,342 6,375 

浮島 211 1,003 136 646 982 4,665 555 2,637 

香貫 8,800 41,800 5,670 26,933 3,010 14,298 1,701 8,080 

門池 711 3,378 458 2,176 3,222 15,305 1,821 8,650 

今沢 178 846 114 542 1,074 5,102 607 2,884 

沢田 501 2,380 323 1,535 1,623 7,710 918 4,361 

原東 207 984 133 632 795 3,777 449 2,133 

大岡南 440 2,090 283 1,345 1,696 8,056 959 4,556 

戸田 2,769 13,153 1,784 8,474 1,685 8,004 953 4,527 

合計 49,679 235,976 32,007 152,034 43,703 207,590 24,703 117,340 

注 1）端数処理のため、小計又は合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

注 2）避難者数は、「静岡県第４次地震被害想定調査」（平成 25 年 11 月、静岡県）における南海トラフ巨大地

震（地震動：東側ケース、津波：ケース①）を参考に小学校区ごとに設定した。 

 

避難者数における使用回数は、152,034回×7日＝1,064,238回と算出される。 

 

（５）現況備蓄量 

トイレは、携帯トイレ、簡易トイレ、組立トイレの別に備蓄現況を把握する。 市内全域の現

況備蓄量を表 10 に示す。被害の状況に応じて使い分ける必要があるため、複数の種類の

トイレを備蓄している。 

表 10災害用トイレ備蓄量（令和 3年 3月 31日現在） 

種類 名称 数量 合計 特徴 

携帯ト

イレ 

排便収納袋 

（使い捨て） 
936,300個 936,300個 

（メリット） 

・断水や排水不可となった洋式便器等に設

置して使用可 

（デメリット） 

・ごみの処理 

簡易ト

イレ 

ニード 

（洋式） 
133基 

195基 

（メリット） 

・室内やトイレ等の空きスペースで使用可 

（デメリット） 

・一回ごと便袋の交換が必要 

・ごみの処理 
サニターⅡ 

（洋式） 
62基 
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組立ト

イレ 

ベンクイック 

（和式） 
44基 

368基 

（メリット） 

・便器やトイレ室を組み立てて使用 

・懸濁液を処理すれば最大 8,000回分使

用が可能 

（デメリット） 

・便槽内がいっぱいになったら汲み取りが必

要 

・下水道に機能支障がある場合、懸濁液が

流せない 

ベンクイック 

（洋式） 
225基 

ベンクイック 

（腰掛型） 
65基 

ベンクイック 

（車椅子） 
34基 

   

◯トイレ不足量に対する対応 

表 9 の結果から、下水道に機能支障があり、組立トイレが使用できない可能性を考慮し、

携帯トイレを主に使用する場合、避難所避難者の 7日の総量で算出すると、令和 3年 3月

31 日現在では、若干の不足が生じているため、想定される避難者数に応じた適正な備蓄

量を確保するよう努める必要がある。 

また、避難所外避難者の対応を考慮する必要もあるため、国のプッシュ型支援や県を通

じ他自治体に支援を依頼するなど、広域的な調達等を行う。 

 

◯し尿処理体制 

し尿の収集・運搬、処理等について、協定締結先である「沼津市環境整備事業協同組

合」と協力しながら、避難所や病院のし尿について優先的に収集運搬し、既設のし尿処理

施設で処理する。 

この他、県や周辺市町、事業者や各種団体からの支援が必要な場合が想定されるため、

災害時支援協定を締結するなど、さらなる災害時のし尿処理体制の構築が必要である。 
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（６）避難所生活ごみ 

避難所ごみは、仮置場に搬入せずに既存の施設で処理を行う。 

 

◯避難所生活ごみの収集方法 

避難所開設場所周辺に一時的な保管場所を確保する。 

 

◯避難所におけるごみ発生見込み量 

「静岡県第 4次地震被害想定（第二次報告）報告書」に基づき推計した避難所の生活ご

み発生量は、表 11に示すとおりである。 

 

表 11災害時における避難所の生活ごみ発生量の推計 

小学校区 

１日後 １週間後 １ヶ月後 

避難所の避

難者数 

（人） 

生活ごみ発

生量 

避難所の避

難者数 

（人） 

生活ごみ発

生量 

避難所の避

難者数 

（人） 

生活ごみ発

生量 

（t/日） （t/日） （t/日） 

第一 304 0.2 531 0.3 85 0.0 

第二 4,206 2.4 1,365 0.8 512 0.3 

第三 5,599 3.2 1,745 1.0 684 0.4 

第四 3,428 2.0 1,216 0.7 252 0.1 

第五 417 0.2 1,126 0.6 184 0.1 

開北 510 0.3 1,070 0.6 219 0.1 

千本 247 0.1 311 0.2 51 0.0 

片浜 312 0.2 995 0.6 137 0.1 

金岡 418 0.2 1,281 0.7 188 0.1 

大岡 180 0.1 623 0.4 81 0.0 

静浦 4,392 2.5 1,922 1.1 923 0.5 

愛鷹 508 0.3 1,578 0.9 229 0.1 

大平 63 0.0 365 0.2 25 0.0 

内浦 1,041 0.6 578 0.3 291 0.2 

西浦 1,126 0.6 692 0.4 343 0.2 

原 355 0.2 1,342 0.8 158 0.1 

浮島 136 0.1 555 0.3 61 0.0 

香貫 5,670 3.3 1,701 1.0 513 0.3 

門池 458 0.3 1,821 1.0 206 0.1 

今沢 114 0.1 607 0.3 51 0.0 

沢田 323 0.2 918 0.5 145 0.1 

原東 133 0.1 449 0.3 60 0.0 

大岡南 283 0.2 959 0.6 125 0.1 
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戸田 1,784 1.0 953 0.5 459 0.3 

合計 32,007 18.4 24,703 14.1 5,980 3.4 

注 1）端数処理のため、小計又は合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

注 2）ごみ発生原単位は、令和 2年度実績を基に算出した。 

原単位＝（直営収集量＋委託収集量＋集団回収量）÷R3.3.31人口÷366（日）＝575g/人･日 

注 3）避難者数は、「静岡県第４次地震被害想定調査（第二次報告） 平成 25 年 11 月」を参考に 1 日後、1

週間後、1 ヶ月後を小学校区ごとに設定した。   

 

◯ごみ処理体制 

避難所から排出される生活ごみは、仮置場に搬入せず、避難所ごとに分別・排出する。

また、収集は平常時のルートに組み込むことを基本とする。 

避難所におけるごみの収集・運搬、処理等について、本市単独での対応が困難で、県や

周辺市町、事業者団体等からの支援が必要な場合が想定されるため、災害支援協定を締

結するなどの必要な避難所ごみ処理体制を構築する。 

 

（７）避難所外の生活ごみ 

◯避難所外の生活ごみ発生量の推計 

在宅避難者など避難所外から発生する生活ごみの推計は表 12に示すとおりである。 

 

表 12 災害時における避難所外の生活ごみ発生量の推計 

小学校区 

１日後 １週間後 １ヶ月後 

避難所外の

避難者数 

（人） 

生活ごみ発

生量 

避難所外の

避難者数 

（人） 

生活ごみ発

生量 

避難所外の

避難者数 

（人） 

生活ごみ発

生量 

（t/日） （t/日） （t/日） 

第一 167 0.1 409 0.2 197 0.1 

第二 2,322 1.3 1,050 0.6 1,195 0.7 

第三 3,092 1.8 1,342 0.8 1,597 0.9 

第四 1,893 1.1 934 0.5 587 0.3 

第五 230 0.1 866 0.5 429 0.2 

開北 281 0.2 824 0.5 511 0.3 

千本 137 0.1 240 0.1 118 0.1 

片浜 172 0.1 765 0.4 320 0.2 

金岡 231 0.1 985 0.6 438 0.3 

大岡 100 0.1 480 0.3 189 0.1 

静浦 2,425 1.4 1,478 0.8 2,152 1.2 

愛鷹 281 0.2 1,213 0.7 533 0.3 

大平 36 0.0 280 0.2 58 0.0 

内浦 574 0.3 445 0.3 679 0.4 

西浦 622 0.4 532 0.3 801 0.5 
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原 196 0.1 1,031 0.6 368 0.2 

浮島 75 0.0 427 0.2 142 0.1 

香貫 3,130 1.8 1,309 0.8 1,197 0.7 

門池 253 0.1 1401 0.8 480 0.3 

今沢 64 0.0 467 0.3 121 0.1 

沢田 178 0.1 705 0.4 339 0.2 

原東 74 0.0 346 0.2 139 0.1 

大岡南 157 0.1 737 0.4 293 0.2 

戸田 985 0.6 732 0.4 1,069 0.6 

合計 17,672 10.0 19,000 10.9 13,952 8.0 

注 1）端数処理のため、小計又は合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

注 2）ごみ発生原単位は、令和 2年度実績を基に算出した。 

原単位＝（直営収集量＋委託収集量＋集団回収量）÷R3.3.31人口÷366（日）＝575g/人･日 

注 3）避難者数は「静岡県第４次地震被害想定調査（第二次報告） 平成 25 年 11 月」を参考に小学校区ご

とに設定した。   

 

◯生活ごみ発生量の見込み 

生活ごみの発生量は、過去の事例から平常時と大幅な変動はないが、特徴として弁当

等の使い捨て容器や飲料用ペットボトルが増加すると予想される。 

また、粗大ごみについては、発災直後から 3か月間は平均で平常時の 3倍程度、その後

は平常時の 3割増が排出されると見込まれる。 

 

◯ごみ処理体制 

原則、通常のステーションを利用し処理する。ただし、粗大ごみについては、集積所が歩

道上の場合等では、通行上危険が生じる可能性があるので、災害廃棄物の仮置場への搬

入も考慮する。 
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２-３ 災害廃棄物処理 

（１）発生想定量 

本市における災害廃棄物（がれき類等）の発生想定量は、「静岡県第４次地震被害想定

（第二次報告）報告書」の被害想定から、表 13のとおりである。 

 

           表 13災害廃棄物発生想定量             (単位：ｔ) 

小学校区 

災害廃棄物 

等発生量 

(Ａ＋Ｂ) 

災害廃棄物（がれき類）（A） 津波 

堆積物 

（B） 
木くず 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

がら 
金属くず 

その他 

（残材） 
小計 

第一 15,028 2,321 10,405 562 1,576 14,864 164 

第二 105,034 8,547 25,855 1,466 8,382 44,251 60,783 

第三 164,713 15,917 28,271 1,769 19,721 65,678 99,035 

第四 39,609 2,265 5,392 318 2,523 10,497 29,112 

第五 15,175 2,933 8,578 489 2,937 14,936 239 

開北 24,137 4,303 15,226 845 3,763 24,137 0 

千本 4,554 476 1,314 76 492 2,358 2,196 

片浜 16,601 2,704 6,842 399 2,929 12,875 3,726 

金岡 16,770 3,267 9,713 552 3,238 16,770 0 

大岡 7,804 1,549 4,428 253 1,573 7,804 0 

静浦 166,461 22,239 46,533 2,812 26,099 97,683 68,778 

愛鷹 17,307 3,623 9,237 538 3,909 17,307 0 

大平 1,556 415 551 37 553 1,556 0 

内浦 82,263 11,423 26,369 1,564 12,895 52,251 30,012 

西浦 86,872 10,723 19,268 1,203 13,239 44,433 42,439 

原 22,141 2,108 4,853 288 2,382 9,632 12,509 

浮島 4,049 963 1,798 111 1,176 4,049 0 

香貫 45,112 1,786 3,245 202 2,198 7,432 37,680 

門池 8,299 1,562 4,976 280 1,480 8,299 0 

今沢 4,089 381 1,120 64 381 1,946 2,143 

沢田 10,007 2,166 5,117 302 2,421 10,007 0 

原東 7,640 1,151 3,059 177 1,216 5,602 2,038 

大岡南 10,829 2,226 5,906 342 2,354 10,829 0 

戸田 119,398 18,075 36,364 2,215 21,514 78,168 41,230 

合計 995,448 123,124 284,422 16,865 138,953 563,364 432,084 

※合計は、小数点以下の四捨五入により合わないことがある。 

※避難所や在宅避難者から出る生活ごみ及びし尿は除く。 
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災害廃棄物（がれき類）等の発生量の推計方法は、県計画で採用されている「内閣府方

式」に基づき、「静岡県第 4次被害想定」の結果を用いて算定した。 

算出方法は、以下のとおりである。 

 

◯災害廃棄物（がれき類）発生量 

Ｑ１＝ｓ×ｑ１×Ｎ１ 

Ｑ１：がれき発生量(t) ｓ ：1棟当たりの平均延床面積(平均延床面積)(㎡/棟) 

ｑ１：単位延床面積当たりのがれき発生量原単位(t/㎡) 

Ｎ１：解体建築物の棟数 (棟) 

※解体建築物の棟数は、沼津市地域防災計画より引用。 

 

表 14単位延床面積当たりのがれきの発生量（ｑ１） 

 

 

 

 

 

 

 

表 15災害廃棄物の構造別、種類別割合 

 

 構造別可燃不燃の割合 

※ Ａ＝ａ／(ａ＋ｂ)   Ｂ＝ｂ／(ａ＋ｂ)  Ｃ＝ｃ／(ｃ＋ｄ)    Ｄ＝ｄ／(ｃ＋ｄ)  

   

  表１４：ｑ１：単位延床面積当たりのがれき発生量原単位（ｔ/㎡）、表 15：種類別割合（％） 

  出典：平成 27年度大規模災害時における処理困難物適正処理モデル事業  

 

 

津波堆積物の発生量＝浸水面積×津波堆積物発生原単位 

浸水面積：浸水が発生する土地の面積 

津波堆積物発生原単位：0.0584ｔ/㎡ 

建物構造 原単位（ｔ/㎡） （ｑ１） 

木造 
可燃     （a） 0.194 

不燃       (b) 0.502 

非木造 
可燃       (c) 0.100 

不燃       (d) 0.810 

建物構造 

構造別可

燃不燃の

割合（％） 

種類別割合（％） 

木くず コンクリート

がら 

金属くず その他 

（残材） 

木造 
可燃物 27.9(A) 100.0 0.0 0.0 0.0 

不燃物 72.1(B) 0.0 43.9 3.1 53.0 

非木造 
可燃物 11.0(C) 100.0 0.0 0.0 0.0 

不燃物 89.0(D) 0.0 94.9 4.9 0.2 



 

28 

 

表 16津波浸水面積と津波堆積物 

小学校区 津波浸水面積(m2) 津波堆積物（ｔ） 

第一 2,800 164 

第二 1,040,800 60,783 

第三 1,695,800 99,035 

第四 498,500 29,112 

第五 4,100 239 

開北 0 0 

千本 37,600 2,196 

片浜 63,800 3,726 

金岡 0 0 

大岡 0 0 

静浦 1,177,700 68,778 

愛鷹 0 0 

大平 0 0 

内浦 513,900 30,012 

西浦 726,700 42,439 

原 214,200 12,509 

浮島 0 0 

香貫 645,200 37,680 

門池 0 0 

今沢 36,700 2,143 

沢田 0 0 

原東 34,900 2,038 

大岡南 0 0 

戸田 706,000 41,230 

合計 7,398,700 432,084 

※端数処理のため、小計又は合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

（２）処理可能量 

県計画に基づき、本市における既存施設が使用可能な場合の災害廃棄物処理可能量

を推計すると、表 17 及び 表 18 のとおりである。なお、処理期間は 3 年とし、本市の廃棄

物処理施設は静岡県第 4次被害想定結果から津波の被害は受けないものとする。 

また、新たな施設として整備を計画する（仮称）新中間処理施設においては、沼津市一

般廃棄物処理基本計画等に基づく将来ごみ排出量推計値より、計画ごみ処理量を算出し、

施設規模を210ｔ/日と定めている。同施設における災害廃棄物の処理可能量については、

表 18に示すとおり緊急時対応として施設の稼働日数を増加させることで必要量を確保する

ものとし、また、災害に対して強靭な施設とすることで災害時対応の確実性を向上させるも

のとする。 

なお、処理が間に合わない場合や施設の稼働ができない場合も考慮し、国や県、他の自

治体や廃棄物処理業者に支援を要請するなど、検討を行う。 
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表 17既存ごみ焼却施設の処理可能量 

施設名称 

年間処理 

実績 

(t/年) 

想定

震度 

浸水

深

(m) 

年間 

稼働率 

被災状況を考慮した 

年間処理能力(t/年) 

処理 

可能量 

(t/3年) 1年目 2年目以降 

沼津市清掃プラント 55,323 6弱 0 97% 64,396 66,388 31,202 

※焼却施設処理可能量：年間処理実績×（1＋分担率）×年間稼働率+年間処理実績 

×（1＋分担率）×2－年間処理実績×3 

※年間処理実績：令和 2年度実績を使用。 

※分担率：平常時のごみ処理量に対し、災害廃棄物の処理余力を表す。静岡県災害廃棄物処理計画における

高位シナリオより 20％とした。高位シナリオとは、災害廃棄物処理を最大限行うと想定したシナリオ。 

※処理期間：3年間 

※年間稼働率：環境省、災害廃棄物対策指針「技 1‐11‐2 災害廃棄物の処理可能量の試算方法」に 

より設定。 

 

 

表 18 （仮称）新中間処理施設における災害廃棄物処理可能量 

 

計画ごみ 

処理量 

(t/年) 

年間 

稼働日数 

（日/年） 

被災状況を考慮した 

年間処理能力(t/年) 

処理 

可能量 

(t/3年) 

通常時 55,789 266 - - 

大規模災害時 55,789 305 64,089 24,900 

※焼却施設処理可能量：（210ｔ/日×年間稼働日数－計画ごみ処理量）×3 

※年間処理実績：新中間処理施設が稼働開始を予定する令和 11年度の将来推計値。 

※年間稼働日数：266日/年は新中間処理施設の施設規模の根拠とする年間稼働日数であり所定の計算式に

より算出された日数のこと。災害廃棄物を処理する際は、この年間稼働日数を 300～310日/

年まで一時的に増加させることで災害廃棄物を処理可能とする能力を確保するものとした。こ

の場合、7,211ｔ/年～9,311ｔ/年の処理可能量を確保できる計算となるが、計画では平均をと

って災害廃棄物の処理可能量を 8，300ｔ/年（305日/年稼働）とした。 

※処理期間：3年間 
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表 19被災地域における一般廃棄物焼却処理施設への影響（被災時年間稼働率） 

想定  
震度  

被災率  
停止  
期間  

備 考 

5 強 
以下 

0 0 

想定震度 5 強以下の地域では、施設の停止期間が 2 週間程度以

下であることから、稼働停止による重大な影響はないと想定し、被災率及

び停止期間については考慮しない。 

6弱 35% 
最大 
1 ヶ月 

想定震度 6 弱の地域では、全施設の 35%が被災し、最大で 1 ヶ月

間稼働停止する。 

各施設における被災の程度を個別に想定することは困難であるた

め、計算上は、「想定震度 6 弱の全施設において 1 ヶ月間、処理能

力が 35%低下する」と想定する。 

そのため、被災後 1年間は処理能力が 3%低下する。 

6強 
以上 

63% 
最大 
4 ヶ月 

想定震度 6 強以上の地域では、全施設の 63％が被災し、最大で 4

ヶ月間稼働停止する。 

各施設における被災の程度を個別に想定することは困難であるた

め、計算上は、「想定震度 6強以上の全施設において 4 ヶ月間、処

理能力が 63%低下する」と想定する。 

そのため、被災後１年間は処理能力が 21%低下する。 

 

表 20既存最終処分場の処理可能量 

施設名 
年間埋立 

実績(ｔ/年) 
分担率 

処理可能量 

(ｔ) 

処理可能量 

(ｍ３) 

沼津市最終処分場 128 40% 51 46 

※最終処分場処理可能量：最終処分場の処理可能量＝年間埋立処分量（実績）×分担率 

※分担率は、静岡県災害廃棄物処理計画における高位シナリオより 40％とした。高位シナリオとは、災害廃

棄物処理を最大限行うと想定したシナリオ。 

※年間埋立実績は、令和 2年度実績を使用。 

※最終処分を行う災害廃棄物の比重は、県計画より 1.1ｔ/ｍ３として算出。 

 

（３）処理基本方針 

本市の処理方針は、以下のとおりとする。 

① 「がれき類」や「津波堆積物」等は、仮置場を設置し、一時的に保管しながら処理する。 

ア 仮置場は、必要に応じ、粗分別や破砕処理等を行う「一次仮置場」、焼却処理や

再生利用に向けた細分別を行う「二次仮置場」を選定する。 

イ 災害廃棄物の処理にあたっては、3R の観点からできるだけ一次仮置場、二次仮置

場においてリサイクルを進めて、焼却処理量、最終処分量を少なくすることを基本と

する。 

ウ 本市の災害廃棄物発生量と処理可能量等を基に、「東日本大震災に係る災害廃

棄物の処理指針（マスタープラン）（環境省、平成 23 年 5 月）」及び東日本大震災
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の事例等を参考に 3年間を目標とする。 

② 「がれき類」等の処理と並行して、避難所や家庭等から排出される「生活ごみ」や「し

尿」の処理も行う。 

ア 被災した家庭等から排出される「生活ごみ」は、平常時の集積場所を利用し、収集

運搬し処理する。 

イ 避難所から排出される「生活ごみ」は、避難所ごとに分別、排出、収集運搬し処理

する。 

ウ 浄化槽や下水道が使用できず、携帯トイレ等により凝固剤が使用された「し尿」は、

燃やすごみとして衛生処理する。 

エ 避難所等で使用される災害用トイレについては、汲み取りをし、し尿処理場で処理す

る。 

③ 広域的な処理体制を構築する。 

ア 既存の廃棄物処理施設では、処理が間に合わない場合や施設の稼働ができない

場合も考慮し、国や県、他の自治体や廃棄物処理業者に支援を要請し処理を行う。 

イ 災害用トイレや収集車両などの資機材が不足する場合は、県を通じて、他の自治体

に支援を要請し、調達する。 

④ 処理費用の補助金等を活用する。 

ア 廃棄物処理法に基づく災害等廃棄物処理事業費補助金等を活用する。 

 

処理方針に沿って、仮置場の面積や運営方法、分別精度、仮設廃棄物処理施設、地

元雇用、処理フロー等が決定されていくが、実際の作業としては、最終的にどうするかとい

う観点から逆算して全体スケジュールとフローを構築する。災害時の基本的な廃棄物処

理の流れを図 7に示す。 

 

図 7災害時の廃棄物処理の流れ 

被災しなかった地域

生活ごみ・し尿

被 災 地 域
被災によって排出される生活ごみ、し尿 災害によって発生する廃棄物

家 庭 避 難 所 津波堆積物・損壊家屋等

ごみ集積場所
避難所ごとに設置し、

分別・収集を行う。

仮 置 場

公有地に設置し、がれき類等を一時保管、

分別、破砕・選別を行う。

市廃棄物処理施設

・市清掃プラント ・最終処分場

・し尿処理場 ・中間処理施設 等

発生

排出

処理

広域処理

国・県・他市町・廃棄物処理業者

ごみ集積場所

平時と同じ集積場所を利

用し、分別・収集を行う。

※必要に応じて仮設処理施設を設置する。

分別を徹底し、

・ごみの減量化

・再生利用 を促進します。

市
単
独
で
処
理
で
き
な
い
場
合

市
単
独
で
処
理
で
き
な
い
場
合
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（４）処理フロー 

本市の災害廃棄物の処理方針、発生量・処理可能量等を踏まえ、県計画等を参考にし

て、災害廃棄物の種類ごとに、分別、中間処理、最終処分・再資源化の方法とその量を一

連の流れで示した処理フローと概略工程は、図 8に示すとおりとする。 

 

○一次仮置場での徹底分別優先 

一次仮置場では、搬入時に分別し、重機による粗選別と徹底した手選別を行った後、破

砕機を用いて木くずやコンクリートがら等の一部を破砕し、直接リサイクル先、処理先に搬出

する。二次仮置場を設置する場合は、一次仮置場で実施できない破砕・選別・焼却等の処

理を行う。平常時、想定される災害廃棄物の量及び種類について、処理フローを設定する

とともに、具体的作業工程について情報収集を行う。なお、発災後、災害廃棄物の処理の

進捗や性状の変化等に応じ、処理フローは随時見直すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期区分 応急対策 復旧 復興 

時間の目安 発災～3 ヶ月 3 ヶ月～1 年 1年～3年 3年 

一次仮置場     

二次仮置場     

復興資材仮置場     

処理施設     

最終処分     

図 8基本処理フロー（一次仮置場での徹底分別優先） 

破砕・選別 手選別

破砕

可燃 可燃

造粒固化

土砂処理

風力選別

不燃

土砂

混合

廃棄物

木くず

コンクリート

がら

粗選別

コンがら

その他

10種類程度

可燃

コンがら

木片 木片 破砕

破砕・粒調

破砕・粒調

他他

・復興資材

仮置場

・処理施設

・最終処分

（金属・不燃含む）

一次仮置場

（分別仮置・粗選別・手選別・破砕）

二次仮置場

（破砕・分級・焼却・資材化）

分級

破砕

焼却

手選別

混合

廃棄物
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（５）仮置場 

〇一次仮置場 

災害廃棄物発生想定量を考慮した本市の仮置場必要面積（一次仮置場）は、表 21に示

すとおりである。 

表 21仮置場の必要面積（一次仮置場） 

小学 

校区 

がれき類 
津波堆積物 仮置場 

必要面積計 

 

（m2） 

可燃物 不燃物 

発生量 

 

（t） 

仮置場 

必要面積 

（m2） 

発生量 

 

（t） 

仮置場 

必要面積 

（m2） 

発生量 

 

（t） 

仮置場 

必要面積 

（m2） 

第一 2,321 1,547 12,543 3,041 164 30 4,618 

第二 8,547 5,698 35,704 8,655 60,783 11,102 25,456 

第三 15,917 10,611 49,761 12,064 99,035 18,088 40,763 

第四 2,265 1,510 8,232 1,996 29,112 5,317 8,823 

第五 2,933 1,955 12,003 2,910 239 44 4,909 

開北 4,303 2,869 19,834 4,808 0 0 7,677 

千本 476 317 1,882 456 2,196 401 1,174 

片浜 2,704 1,803 10,170 2,466 3,726 681 4,949 

金岡 3,267 2,178 13,503 3,274 0 0 5,452 

大岡 1,549 1,033 6,254 1,516 0 0 2,549 

静浦 22,239 14,826 75,444 18,290 68,778 12,562 45,678 

愛鷹 3,623 2,415 13,684 3,317 0 0 5,732 

大平 415 277 1,141 277 0 0 554 

内浦 11,423 7,615 40,828 9,898 30,012 5,482 22,995 

西浦 10,723 7,148 33,711 8,172 42,439 7,751 23,071 

原 2,108 1,405 7,524 1,824 12,509 2,285 5,514 

浮島 963 642 3,085 748 0 0 1,390 

香貫 1,786 1,191 5,646 1,369 37,680 6,882 9,442 

門池 1,562 1,042 6,737 1,633 0 0 2,675 

今沢 381 254 1,565 379 2,143 391 1,024 

沢田 2,166 1,444 7,840 1,901 0 0 3,345 

原東 1,151 767 4,452 1,079 2,038 372 2,218 

大岡南 2,226 1,484 8,603 2,086 0 0 3,570 

戸田 18,075 12,050 60,093 14,568 41,230 7,531 34,149 

合計 123,124 82,083 440,239 106,725 432,084 78,919 267,727 

※合計は、小数点以下の四捨五入により合わないことがある。 

※仮置場の必要面積＝（災害廃棄物発生量 ― 年間処理量）÷見かけ比重÷積み上げ高さ（5ｍ） 

×（１＋作業スペース割合１） 



 

34 

 

※見かけ比重：可燃物＝0.4ｔ/㎥、不燃物＝1.1ｔ/㎥、津波堆積物＝1.46ｔ/㎥ 

※年間処理量＝災害廃棄物量／処理期間（3年） 

※仮置する廃棄物量は、可燃物、不燃物、津波堆積物の 3種類に分けて計算した。 

出典：「災害廃棄物分別・処理実務マニュアル‐東日本大震災を踏まえて」（廃棄物資源循環学会） 

 

〇仮置場 

仮置場での基本となる分別配置の例を図 9に示す。 

災害対策本部や関係部局と十分調整し、住民が災害廃棄物を自ら持ち込む場合等を

考慮した仮置場を検討する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9仮置場の分別配置の例 

 ※分別配置は例であり、災害の種類や規模、仮置場の場所によって変化する。 

 ※災害廃棄物の分別区別等は、平常時のごみの分別区分を参考に関係者と協議して決めるのが望ましい。 

 

〇二次仮置場 

木くず、コンクリートがら、金属くず、津波堆積物は、一次仮置場で選別しリサイクル施設

へ搬入されるので、二次仮置場は、これらを除いた集積量となる。二次仮置場に集積され

る災害廃棄物の分類別搬入量を「静岡県第 4 次地震被害想定（第二次報告）報告書」の

被害想定の災害廃棄物の構成比を参考に算出した。 

 

表 22二次仮置場分類別災害廃棄物発生量 

災害廃棄物発生量(t)  

可燃物 149,317 不燃物 11,614 

 表 23二次仮置場必要面積 

可燃物 99,545㎡ 

【算定式】集積量（災害廃棄物発生量‐年間処理量）÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（1＋作業スペース割

合）＝99,545t（149,317t‐49,772t）÷0.4t／㎥÷5ｍ×（1＋1）＝99,545㎡ 

不燃物 2,816㎡ 

【算定式】集積量（災害廃棄物発生量‐年間処理量）÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（1＋作業スペース割

合）＝7,743t（11,614t‐3,871t）÷1.1t／㎥÷5ｍ×（1＋1）＝2,816㎡ 
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〇仮置場候補地の抽出 

仮置場候補地は、公有地の利用を基本とし、県計画及び「仮置場の設置・撤去手続きマ

ニュアル」等を参考に、以下の点に留意して、面積、地形等の物理的条件による絞り込みを

行ったところ、表 24の結果となった。 

① 公園、グラウンド、廃棄物処理施設、港湾（船舶の係留地等を含む）等の公有地（市

有地、県有地、国有地等） を優先的に利用する。 

② 運搬効率等を考慮し、校区ごとに被災状況に応じて選定する。 

③ 二次災害や地域の住環境、地場産業等への影響が少ない地域を選ぶ。 
※津波浸水区域に仮置場を設ける場合は、降雨時等に塩類の溶出が想定されることから、遮水シート敷設

等による漏出対策が行える場所を選択する。 

 

仮置場の候補地は、市内にある一般廃棄物処理施設や公園等の公有地を優先的に選

定することとし、その土地の総面積は、549,553 ㎡となり、表 21 及び表 23 で算定した

380,377 ㎡（一次仮置場 267,727 ㎡、二次仮置場 102,361 ㎡）を満たしているが、選定

した候補地は、使用できなくなることも想定されることから、継続的に仮置場候補地の調査

見直しや、他関係部局等と平時から協議などを行うこととする。また、被災状況によっては、

民有地の借り上げ等も含めて検討する。 

なお、実際に災害が発生した際は、津波被害を受けた津波浸水区域等、宅地利用が制

限され、仮置場として利用可能な土地も発生すると考えられるため、被害状況を考慮し、実

行計画において、仮置場候補地として選定を行うこととする。 

また、地域防災計画における土地利用や被害想定に変更があった場合、その都度、見

直しを行うものとする。 

 

表 24仮置場候補地 

区分 箇所数 
敷地面積 

(m2) 

公有地 

廃棄物処理施設、最終処分場等 4 74,992     

公園、グラウンドその他の公共施設 45 474,561  

合計 49 549,553  

     ※応急仮設住宅建設計画など関係課等と協議する必要がある場所を含む。 

 

〇人員と資材の確保 

仮置場を運営管理するために必要な人員と資機材は表 25 及び表 26 のとおりである。   

仮置場に職員を配置できない場合、建設業者又は廃棄物関係業者、あるいは市 OB の協

力、シルバー人材の派遣等、あらゆる手段を尽くして仮置場の受入れ、誘導、積み下ろし補
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助、受付業務等を行う人員を確保し、常時複数人が作業に当たることができる体制とするよ

う、事前に体制づくりを行う。 

必要な資機材についても、表 26 及び「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の

手引き（環境省）」の「仮置場必要資機材及び保有機材のリスト」等を参考に保有量や保管

場所、災害時の調達方法を事前に確認しておき、発災後すぐの仮置場設置に備える。 

 

表 25仮置場の運営・管理に必要な人員と役割 

人員 役割 

現場責任者 

〇仮置き場の全体管理 

・場内の安全管理、空きスペースの把握 

・連絡調整等 

誘導員 

〇交通整理 

・出入口での車両誘導、場内の混雑状況の把握、搬入車両の数量管理 

〇排出地域の確認 

・搬入者の運転免許証やナンバープレート、また可能な時期となれば罹

災証明書から、被災地域からの搬入であることの確認 

補助員 

〇荷下ろしの補助 

・分別区分の区画ごとに複数名配置し、搬入者の荷下ろしを補助 

〇分別指導 

・適切な分別への協力を依頼 

※夜間の監視員が必要になる場合もある。 
出典：仮置場に関する検討結果 災害廃棄物対策東北ブロック協議会 

 

 

表 26仮置場の設置、管理・運営に必要な資機材 

資機材 役割・留意事項 

保護具 

（手袋、ヘルメット、安全靴、

防じんマスク、安全めがね

等） 

・管理運営に当たり、処理業者やボランティアに協力を依

頼する場合は、必要な保護具の調達について調整が必

要 

遮水シート、敷鉄板、フレキシ

ブルコンテナバッグ、土嚢袋 

・土嚢への廃棄物のめり込み、有害物質の浸透、砂じん巻

き上げ等の防止 

仮囲い ・不法投棄や資源物等の盗難防止 

カラーコーン、バー、杭、ロー

プ、立て看板、場内配置等の

チラシ 

・分別区分の区画や同線の提示 

・搬入された災害廃棄物（段ボールや廃材等）を活用する

方法もある 

重機（バックホウ、ショベルロ

ーダー等） 
・廃棄物の積み上げ、粗選別、重機による出入り口の封鎖 
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薬剤 

・害虫の防止 

※単なる消臭目的のものは補助対象とならない可能性があるので

注意。 

出典：仮置場に関する検討結果 災害廃棄物対策東北ブロック協議会 

 

（６）仮置場に搬入できない住民への対応 

車両が被災した、高齢であるなどの理由で、仮置場に片付けごみを持ち込めない住民へ

の対応を事前に検討しておく。市による収集を行う、被災地区内に集積所を設けるなどが考

えられるが、通常のごみステーションや住宅地内の小規模公園等を集積所として用いること

は、道路通行の支障や生活環境の悪化を招く恐れが高いことから避けることが望ましい。 

集積所を設置する場合には、適正に管理するための人員を確保した上で、廃棄物を早

期に搬出し、仮置場に搬入するための収集・運搬体制を構築しておく。 

 

（７）収集・運搬 

災害時において優先的に回収する災害廃棄物の種類、収集･運搬の方法やルート、必

要機材、連絡体制・方法について、平時に具体的に検討を行う。また、道路の復旧状況や

周辺の生活環境の状況、施設の稼働状況、仮置場の配置等を踏まえ、収集・運搬体制の

見直しを行う。 

なお、災害廃棄物の収集運搬は、対応時期によって異なるため、災害予防、発災時・初

動期、仮置場・再資源化施設・処理処分先等への運搬時に分けて考える必要がある。そこ

で、県計画の時期ごとの収集運搬車両の確保とルート計画を検討するに当たっての留意事

項等を参考とする。また、生活ごみや避難所ごみの処理の優先順位は、表 27 に示すとおり

である。 

      

      表 27災害発生時の生活ごみ・避難所ごみの処理優先順位 

処理優

先順位 
ごみの種類 特徴 必要車両 

 

高 

 

感染性廃棄物 

緊急の医療行為にともない発生する廃棄物。注射針、

血の付着したガーゼ等。回収方法や処理方法は関係機

関での調 整が必要となる。 

ダンプ 

避難所等し尿 

災害用トイレからの汲み取りし尿、災害に伴って便槽に流

入した汚水。悪臭等の発生が懸念されるため、関係機

関の協力を得ながら、早急に処理を行う。 

 

バ キ ュ

ーム 
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  低 

燃やすごみ 

（生ごみ、腐敗性

廃棄物、使用済

携帯トイレ） 

ハエ等の害虫や悪臭の発生が懸念される。袋に入れて

分別保管し、早急に処理を行う。 
パッカー 

資源ごみ 

不燃ごみ 
不燃ごみ、資源ごみについては保管が可能ならば、でき

るだけ家庭や避難所で保管する。 

パッカー 

ダンプ 

 

（８）環境対策と環境モニタリング 

平時からモニタリングが必要な場所を認識し、どのような環境項目について配慮する必要

があるのか把握しておく。 

環境モニタリングは、廃棄物処理施設、廃棄物運搬経路や化学物質等の仕様・保管場

所等を対象に、大気、騒音・振動、土壌、臭気、水質等の項目について行い、被災後の状

況を確認し、情報の提供を行う。 

損壊家屋等の撤去現場及び災害廃棄物処理において考慮すべき環境影響と環境保全

対策の概要は、表 28に示すとおりである。 

 

表 28災害廃棄物への対応における環境影響と環境保全策 

影響項目 環境影響 環境保全対策 

大 気  ・解体・撤去、仮置場作業における粉じ

んの飛散 

・石綿含有廃棄物（建材等）の保管・処

理による飛散 

・災害廃棄物保管による有害ガス、可

燃性ガスの発生 

・定期的な散水の実施 

・保管、選別、処理装置への屋根の設置 

・周囲への飛散防止ネットの設置 

・フレコンバッグへの保管 

・搬入路の鉄板敷設等による粉じんの発生抑制 

・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄 

・収集時分別や目視による石綿分別の徹底 

・作業環境、敷地境界での石綿の測定監視 

・仮置場の積み上げ高さ制限、危険物分別によ

る可燃性ガス発生や火災発生の抑制 

騒音・振動 ・撤去・解体等処理作業に伴う騒音・

振動 

・仮置場への搬入、搬出車両の通行に

よる騒音・振動 

・低騒音・低振動の機械、重機の使用 

・処理装置の周囲等に防音シートを設置 

土 壌 等 ・災害廃棄物から周辺土壌への有害

物質等の漏出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・PCB等の有害廃棄物の分別保管 

臭 気 ・災害廃棄物からの悪臭・腐敗性廃棄

物の優先的な処理 

・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布、シートによる

被覆等 

水 質 ・災害廃棄物に含まれる汚染物質の降

雨等による公共水域への流出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・敷地内で発生する排水、雨水の処理・ 水たま

りを埋めて腐敗防止 

出典：災害廃棄物対策指針資料編【技 18-5】環境対策、モニタリング、火災防止対策（環境省、平成 30年 4月） 
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（９）仮設中間処理施設 

現焼却場は、耐震性に劣り、大規模災害時において、復旧が不可能となる場合が想定さ

れる。施設が使用できない場合、広域での処理を要請していくとともに、仮設の焼却炉や破

砕機の設置、災害時の特例措置を適用するための条例整備についても検討する。 

仮設焼却炉を設置する際の規模については、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領改

訂版 2017（社団法人全国都市清掃会議、平成 29年 5月）」を参考に施設規模等を検討

することとする。 

〇施設規模の考え方 

 施設規模（t/日）＝ 処理量（万 t）×10,000 

÷稼働率※1（18月）÷（25日/月）÷調整稼働率※2
 

※1：処理期間 3年、実処理期間 18箇月、月 25日稼働。 

※2：故障の修理、やむを得ない一時休止等のために考慮。一般的な 0.96 を使用。 

 

表 29仮設中間処理施設と対象廃棄物 

仮置場 施設 対象廃棄物 

一次仮置場 
粗選別 混合廃棄物＋木くず粗選別搬入分 

コンクリート破砕 コンクリートがら 

二次仮置場 

破砕選別 粗選別‐コンクリート選別分‐木くず選別分‐可燃

物選別分 

焼却 破砕可燃物＋木くず分別分 

灰処理 飛灰・焼却灰 

コンクリート破砕 コンクリートがら 

土壌 津波堆積物＋ふるい下土砂 

 

なお、仮設焼却炉を設置する場合、用地決定後は、県計画等を参考に環境影響評価又

は生活環境影響調査、都市計画決定、工事発注作業、設置工事等を進める（図 10参照）。 

また、仮設焼却炉の配置にあたっては、周辺住民へ環境上の悪影響が生じないよう検討す

る。設置にあたっては、県計画等を参考に制度を熟知した上で手続きの簡素化に努め、工期

の短縮を図る。 

 

出典：災害廃棄物対策指針（環境省、平成 30年 3月） 

図 10仮設焼却炉の設置フロー(例) 

設置能力・

基数の算定
適地の選定 用地の確保

工事発注

の作業
設置工事

試運転

本格稼働

都市計画

決定

申請手続き

要求水準等
仕様の決定

環境影響評

価縦覧・

意見徴収
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（10）損壊家屋等の解体・撤去 

「静岡県第 4 次地震被害想定（第一次報告）報告書」に基づく損壊家屋等の数量は、表

30に示すとおりである。 

 

表 30建物棟数及び損壊家屋等（全壊・焼失）の数量  単位：棟  

小学 

校区 

全壊 （Ａ） 火災焼失 （Ｂ） 解体建築物（Ａ＋Ｂ） 

木造 非木造 木造 非木造 木造 非木造 

第一 52.3 35.9 5.0 1.8 57.3 37.7 

第二 275.3 113.4 4.1 1.8 279.4 115.1 

第三 679.8 85.6 15.6 3.2 695.4 88.9 

第四 74.6 16.5 13.6 3.3 88.2 19.8 

第五 84.6 21.9 15.7 5.3 100.3 27.3 

開北 111.9 33.1 13.9 5.6 125.9 38.6 

千本 12.6 4.1 4.3 1.2 16.9 5.3 

片浜 57.2 15.4 39.5 11.2 96.7 26.7 

金岡 72.5 23.7 31.4 10.1 103.9 33.9 

大岡 41.8 9.5 13.1 4.2 54.9 13.7 

静浦 949.3 196.4 6.2 1.6 955.6 198.0 

愛鷹 102.0 22.1 25.7 4.8 127.7 26.9 

大平 16.7 1.0 0.8 0.2 17.5 1.1 

内浦 456.7 86.2 0.2 0.0 456.9 86.3 

西浦 609.7 62.7 0.5 0.0 610.2 62.8 

原 63.7 11.2 14.3 2.9 78.0 14.1 

浮島 31.2 5.4 5.0 1.1 36.2 6.6 

香貫 65.8 8.3 12.0 2.3 77.8 10.6 

門池 42.1 16.9 7.9 2.0 50.0 18.9 

今沢 9.9 3.7 3.0 0.6 12.9 4.3 

沢田 64.7 12.4 15.6 4.9 80.3 17.3 

原東 34.4 6.7 5.5 0.8 39.9 7.4 

大岡南 60.1 13.8 21.8 5.8 81.9 19.6 

戸田 708.4 151.6 3.7 1.5 712.1 153.1 

合計 4,677.2 957.7 278.5 76.2 4,955.8 1,033.9 

※端数処理のため、小計又は合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
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損壊家屋の解体撤去作業フロー及び廃棄物処理フロー等は、図 11に示すとおりである。

重機による作業があるため、設計、積算、現場管理等に土木・建築職を含めた人員が必要

となる。 

 

出典：【技 19-1】損壊家屋等の撤去と(必要に応じて解体)と分別にあたっての留意事項(環境省平成 31年４月) 

図 11損壊家屋等の撤去等の作業フロー及び廃棄物処理フロー 

 

「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」（平成 23年 3月

25日、被災者生活支援特別対策本部長及び環境大臣通知）により、損壊家屋に対する国

の方針が出されている。 

この指針の概要と損壊家屋等の解体・撤去と分別に当たっての留意点は、表 31のとおり

である。本計画においても、この指針を基に損壊家屋等の解体・撤去にあたるものとする。 

 

表 31損壊家屋等の撤去等に関する指針と解体・撤去と分別にあたっての留意点 

項目 留意点 

損壊家屋等

の撤去等に

関する指針

の概要 

・倒壊してがれき状態になっている建物及び元の敷地外に流出した建物については、地

方公共団体が所有者等の利害関係者の連絡承諾を得て、又は連絡が取れず承諾が

なくても撤去することができる。 

・一定の原型を留め敷地内に残った建物については、所有者や利害関係者の意向を確

認するのが基本であるが、関係者へ連絡が取れず倒壊等の危険がある場合には、土

地家屋調査士の判断を求め、建物の価値がないと認められたものは、解体・撤去でき

る。その場合には、現状を写真等で記録する。 

・建物内の貴金属やその他の有価物等の動産及び位牌、アルバム等の個人にとって価

値があると認められるものは、一時又は別途保管し所有者等に引き渡す機会を提供

する。所有者が明らかでない動産については、遺失物法により処理する。また、上記以

外のものについては、撤去・ 廃棄できる。 

自治体の立入調査
（所有者等への連絡・
調査計画の事前通知） 所有者判断

専門家判断
（土地家屋調査士）

記録
（作業前）

事前撤去
撤去・解体
（分別・解体）

記録
（作業終了後）

【凡例】

作業フロー

処理フロー

一時保管 再資源化施設

仮置場

証明書発行
（所有者等へ）

敷地内所有者不明・

倒壊危険家屋

敷地内

家屋
倒壊危
険家屋

敷地外流出家屋・がれき状態

動産・

思い出の品

金属くず、
木くず等

混合物・

不燃物等



 

42 

 

解体・撤去と

分別にあたっ

ての留意点 

・可能な限り所有者等へ連絡を行い、調査計画を事前に周知した上で被災物件の立ち

入り調査を行う。 

・一定の原型を留めた建物及び倒壊の危険があるものは土地家屋調査士を派遣し、建

物の価値について判断を仰ぐ。 

・撤去・解体の作業開始前および作業終了後に、動産、思い出の品等を含めて、撤去

前後の写真等の記録を作成する。 

・撤去及び解体作業においては、安全確保に留意し、適宜散水を行うとともに、適切な

保護具を着用して作業を実施する。 

・廃棄物を仮置場へ撤去する場合は、木くず、がれき類、金属くず等の分別に努め、で

きるだけ焼却及び埋立の処分量の減量化に努める。 

  

〇損壊家屋等の公費解体 

災害復興に当たって、被災自治体は災害等廃棄物処理事業費補助金を活用して全壊

家屋の解体を実施することができる。被害の状況によっては国の特例措置により、半壊家

屋まで補助対象が拡大された場合もあるため、補助対象の適否は、災害発生後の環境省

の通知を確認する必要がある。 

 

表 32 災害等廃棄物処理事業費補助金の対象 

区分 全壊 半壊 

撤去・解体 〇 △ 

運搬 〇 〇 

処理・処分 〇 〇 

※〇：適用、△：場合により適用。 

出典：【技 19-2】公費解体に係る事務手続き（環境省令和 2年 3月） 

 

（11）分別・処理・再資源化 

災害廃棄物等の種類ごとの分別・処理方法・再資源化方法は、表 33 に示すとおりであ

る。仮置場候補地の被害状況や災害廃棄物の発生量に応じて、二次仮置場の開設を行う。 
 

表 33分別・処理・再資源化方法（二次仮置場を設置した場合） 

仮置場 災害廃棄物等 処理方法 
再資源化量 

（千 t） 
再資源化方法例 

一次仮置場 

木くず 
分別、粗選別、手

選別、破砕 
9.9 木くずチップ 

金属くず 分別 39.8 金属スクラップ 

コンクリートがら 破砕、粒調 347.7 再生砕石 

二次仮置場 
可燃物、木くず 主灰造粒固化 7 再生資材等 

津波堆積物、ふる

い下土砂 

改質処理、洗浄処

理 
437 

再生資材 （土材

系） 
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（12）最終処分 

災害廃棄物の最終処分量は、表 34のとおりである。 

東日本大震災においては、埋め立てる災害廃棄物量を大幅に減らすことができた例もあ

ることから、本計画における最終処分量についても、資源を有効利用する 3Ｒの観点から、

発生量に対して数％まで削減できる処理フローの選択を目標とする。 

表 34最終処分量 

①ばいじん(t) ②不燃物(t) 
③処理施設で処理できる分

(t) 
合計(t) 

①＋②－③ 

7,466 11,614 51 19,029 

 

既存最終処分場の受け入れ可能量については、県計画に基づき、以下のとおり設定する。 

既存最終処分場の受け入れ可能量＝残余容量 － 災害廃棄物最終処分量 

表 35既存最終処分場の受け入れ可能量 

※最終処分場の残余量は、令和 2年度末の数値を使用。 

※10年後残余量は、平常時の埋立ごみの比重 1.0t/m3として令和 2年度埋立実績 128ｔを基に算出。 

※計画時点の残余容量から 10年間必要となる一般廃棄物の推定埋立容量を差し引いた容量。 

最終処分を行う災害廃棄物の比重については、県計画における不燃物の見かけ比重 1.1t/m3 を基に算出。 

 

表 35 のとおり、大量の災害廃棄物が発生した場合、現最終処分場では、受け入れ容量

が不足することから、大規模災害発生時における埋立処理については、本市による広域処

理だけでなく、県と調整した広域での処理も要請し対応する。 

（13）広域処理 

円滑で効率的な災害廃棄物の処理を迅速に進めるため、災害廃棄物の広域処理に関

する手続き方法や契約書の様式等について、県の「広域処理の事前協定・手続きマニュア

ル No.4」等を参考に被災側・支援側の両方の立場から事前に準備する。 

 

（14）有害廃棄物・処理困難物対策 

有害性・危険性がある廃棄物のうち、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。）に該

当するものは、事業者の責任において処理することを原則とし、一般廃棄物に該当するもの

は、排出に関する優先順位や適切な処理方法等について住民に広報するものとする。 

被害想定 

計画時点の

残余容量

(m3) 

①10年後

残余容量

(m3) 

②災害廃棄物

最終処分量

(m3) 

受け入れ可能容

量 

①－②(m3) 

南海トラフ巨大地震 
（主灰・飛灰を外部処理） 9,556 8,276 17,299 -9,023 
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有害性・危険性がある廃棄物は、県の「有害・感染性廃棄物、危険物の対応マニュアル

No.6」等を参考に業者引取ルートの整備等の対策を講じ、適正処理を推進することが重要

であり、関連業者へ協力要請を行う。 

有害・危険物処理フローは、図 12 に示すとおりである。また、対象とする有害・危険製品

の収集・処理方法を表 36に示す。 

 

 

出典：【技 24-15】個別有害・危険製品の処理（環境省、平成 31年４月） 

図 12有害・危険物処理フロー 

 

表 36対象とする有害・危険製品の収集・処理方法 

品目 初期段階(回収・保管等)対応 処理・処分の方法 

鉱物油 
(ガソリン、灯
油、軽油、
重油) 

・河川等に漏洩している場合は、消防署に
通報し対応を依頼する。 
・保管中は、固定等の転倒防止措置及びオ
イルパンを敷く等の漏洩防止措置を実施
する。 
・他のものと区別し火気厳禁として取り扱う。 

・販売店、ガソリンスタンド等への回収
や処理を依頼する。 
・産業廃棄物処理業者(許可業者)等
の専門業者へ処理を依頼する。 

有機溶媒 
(シンナー、
塗料、トリク
ロロエチレン
等) 

・保管中は、固定等の転倒防止措置及びビ
ニールシートで覆う等の漏洩防止措置の
実施する。 
・他のものと区別し火気厳禁として取り扱う。 

・販売店やメーカー等へ処理を依頼。 
・産業廃棄物処理業者(許可業者)等
の専門業者へ処理を依頼する。 
・最終処分に関する基準を超えたトリク
ロロエチレン等を含む汚泥の埋立処
分を行う場合は、原則として焼却処
理を行う。 

薬品類 
(農薬や毒
物・劇物等) 

・取扱い不明な薬品類等はむやみに取り扱
わず消防署や県の保健所等に連絡して対
応について指示を仰ぐ。 
・保管中は他のものと区別し、火気厳禁とし
て取り扱う。 

・JA や農薬等の販売店やメーカーへ
回収や処理を依頼する。 
・産業廃棄物処理業者(許可業者)等
の専門業者へ処理を依頼する。 

・廃アスベ
ス ト ( 飛 散
性) 
・アスベスト
含有廃棄物
(非飛散性) 

・アスベスト使用建築物の解体・撤去、被災
後の混合状態における撤去、仮置場や集
積所での対応、運搬時の対応等について
「災害廃棄物分別・処理実務マニュアル」
等に基づいて行う。 
・アスベスト含有の判断は簡単ではないた

・回収した廃アスベスト及びアスベスト
含有廃棄物は、プラスチックバッグや
フレキシブルコンテナバッグで二重梱
包や固形化により飛散防止措置を行
った上で管理型最終処分場において
埋立処分、あるいは溶融による無害
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め、疑わしいものについては、後に調査で
確認するものとして、別に分けておくように
する。特に古い年代のものは使用の可能
性が高い。 
・作業者等のアスベスト暴露防止策を講ず
る。 

化処理を行う。 

CCA処理木
材 

・CCA とは、重金属類(クロム・銅・ヒ素)を多
分に含む木材防腐剤のことである。家屋の
柱等の処理に使われている可能性があ
る。可能な限り、分別・保管を行う。 
・見分け方としては、試薬や近赤外線分析
を利用したハンディタイプ等の分析機器の
ほか、目視による判定も有効である。 
・目視による判定は、①削るか切断して、き
れいな表面／断面を出し、②表面部分を
中心に、色を判別することになる。緑がか
った特徴的な色をしている。類似した色で
CCAでない処理木材もある(Cuは含んでい
る)。 

・排ガス処理が完備されている焼却施
設等における焼却処分を行う。 
・特に、野焼き等が行われない、火災
等の起こらない管理が必須である。 

ヒ素含有 
石膏ボード 

・刻印より、吉野石膏㈱又は日東石膏ボード
㈱製造の場合、ヒ素を含む可能性がある
ためメーカーに問い合わせて確認する。 
・再生利用されることがないように他の石膏
ボードと区別して回収・保管(アスベスト含
有石膏ボードも同様) 
・ヒ素含有石膏ボードを確認した場合は、青
色で「OY」と表示し識別しやすくする。 

・製造元へ返却・引取を依頼する。 
・管理型処分場において適正に処理を
行う。(アスベスト含有石膏ボードにつ
いては、非飛散性アスベスト含有廃
棄物として適正に処理) 

PCB 含有機
器(トランス、
コンデンサ
等) 

・トランス、コンデンサ等についてPCB含有の
有無を所有者に確認。またはメーカーや保
健所に照会。 
・保管中は固定等の転倒防止措置を実施
し、密閉容器収納する等油流出防止措置
を行う。 
・他の廃棄物とは区別するとともに、屋根付
きの施設内やビニールシートで覆うなど雨
水対策を実施し、飛散・流出防止策を行
う。 
・疑わしいトランス・コンデンサ等は、PCB 廃
棄物とみなして分別する。 

・適正に保管する。 
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
の内容等を踏まえて処理方針を検討
する。 
※県・市町村の処理対象物とはせず、
PCB保管事業者に引き渡す。 

ガスボンベ
(LPガス、高
圧ガス等) 

・保管中は固定等の転倒防止措置及び衝
撃防止措置を行う。 
・他のものと区別し火気厳禁として取り扱う。 

・高圧ガスボンベについては静岡県高
圧ガス保安協会へ、LP ガスについて
は一般社団法人全国 LP ガス協会
(一般社団法人静岡県 LP ガス協会)
へ回収等を依頼する。 

フロンガス封
入機器 
(業務用冷
凍機器、空
調機器等) 

－ 
・フロンガス回収業者(第 1 種フロン類
回収業者等)へ回収等を依頼する。 

アンモニア
ガス封入機
器 
(業務用冷
凍機器) 

・漏洩時には、周辺(特に風下側)住民の待
避措置及び消防署、警察署への通報。 

・製造業者等の専門業者による回収・
処理を依頼する。 
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消火器 
・保管中は転倒防止措置及び衝撃防止措
置を行う。 

 

・一般社団法人日本消火器工業会
(株式会社消火器リサイクル推進セン
ター)に連絡して回収や処理等を依頼
する。 
・販売店及びメーカーや産業廃棄物処
理業者(許可業者)等の専門業者へ
処理を依頼する。 

火薬 
花火 
猟銃の弾丸 

・発見現場の状況を保全しつつ、消防署や
警察署、自衛隊等に通報する。 
・現場では、廃棄物の選別等の作業を中止
し人の立入等を制限する。 

・関係行政機関の指示に従う。 

感染性 
廃棄物 

・むやみに取り扱わず屋内で保管する等の
飛散流出防止措置を行う。 

・仮設焼却炉等で焼却を行う。 
・産業廃棄物処理業者(許可業者)等
の専門業者へ処理を依頼する。 

廃 電 池 類
（密閉型ニ
ッケル・カド
ミウム蓄電 
池（ニカド電
池）、ニッケ
ル 水 素 電
池、リチウム
イ オ ン 電
池、ボタン
電池）など 

・発火に気を付けて、分別保管 
・水銀を含むボタン電池等は、容器を指定し
回収ルートが確立するまで保管する。 

リサイクル協力店や取扱電気店等の回
収（箱）へ 

廃蛍光灯 破損しないよう保管する。 
回収（リサイクル）を行っている事業者
へ 

出典：「災害廃棄物分別・処理実務マニュアル‐東日本大震災を踏まえて」（廃棄物資源循環学会） 

：【技 24-15】個別有害・危機製品の処理（環境省、平成 31年 4月） 

※また、以下のマニュアル等も参考にする。 

・アスベスト（石綿）：【技 24-14】廃石綿等・石綿含有廃棄物の処理（環境省、平成 26 年 3 月） 

・ＰＣＢ含有廃棄物：PCB含有廃棄物について（第一報：改訂版）（国立環境研究所） 

・フロンガス封入機器（冷蔵庫、空調機等）：【技 24-6】家電リサイクル法対象製品の処理 
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（15）津波堆積物 

津波堆積物の性状（土砂・ヘドロ・汚染物等）に応じて適切な処理方法（回収方法や収集

運搬車両の種類等）を選択し、県、関係団体等と連携して再資源化を目指す。 

津波堆積物処理工程として、乾式、湿式の二例を図 13 に示す。なお、東日本大震災で

は、膨大な津波堆積物が陸上へうちあげられたが、可能な限り復興資材等として再資源化

を行い、最終処分量を削減することができた。 

 

 
出典：東日本大震災により発生した被災 3 県（岩手県・宮城県・福島県）における災害廃棄物等の処理の記録

（環境省東北地方環境事務所、一般財団法人日本環境衛生センター、平成 26年 9月） 

※トロンメル＝大型の分粒装置、廃棄物の大きさごとにふるい分けを行う。 

 

図 13津波堆積物処理フロー例 
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（16）思い出の品 

建物の解体等で災害廃棄物を撤去する場合は、県の「思い出の品の取扱いマニュアル

No.14」を参考に、思い出の品や貴重品を取り扱う必要があることを前提として、基本的な取

扱ルールを以下のとおり定める。 

① 所有者等が不明な貴重品（株券、金券、商品券、古銭、貴金属等）は、速やかに警

察に届ける。 

② 所有者等の個人にとって価値があると認められるもの（思い出の品）については、廃棄

に回さず、市等で保管し、可能な限り所有者に引渡す。回収対象として、位牌、アル

バム、卒業証書、賞状、成績表、写真、財布、通帳、手帳、ハンコ、貴金属類、パソコ

ン、ハードディスク、携帯電話、ビデオ、デジタルカメラ等が想定される。個人情報も含

まれるため、保管・管理には配慮する。 

 

（17）廃棄物の処理に係る許認可の取扱い 

仮置場や仮設中間処理施設の設置の際に必要な手続きを精査し、関係法令の目的を

踏まえ、予め関係機関と手続き等を調整しておく。 

 

（18）住民等への広報 

災害廃棄物の分別・排出等については、以下の事項について住民の理解を得られるよう、

説明会を実施するほか市ホームページ、広報紙や防災訓練の際に周知するなど、日頃か

らの広報等を継続的に実施する。 

 

◯生活ごみと災害廃棄物を分けた排出 

◯仮置場への搬入に際しての分別方法 

◯腐敗性廃棄物等の排出方法 

◯便乗ごみの排出、混乱に乗じた不法投棄及び野焼き等の不適正な処理の禁止 

 

また、避難所の被災者に対しては、広報班と調整し、広報紙やマスコミ、避難所等への

広報手法・内容等を確認しておくとともに、情報の一元化を図る。 

発災直後から仮置場の開設予定や収集の有無等について、できるだけ早い段階で時系

列を考慮して広報計画を立てる。スムーズな広報実施のため、広報文案を事前に作成して

おく。 

発災後は被災者の片付けを手伝う災害ボランティアにも廃棄物の分別や排出方法を周

知する必要がある。災害ボランティアセンターを運営する社会福祉協議会と平時から連絡

窓口を定め連絡先の確認を行う。   
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